
 

 

 

 

 

 

 

 

下水道施設の包括的管理委託の次期契約に 

向けた手続きを開始します！  
 

横浜市の下水道施設では、民間企業の維持管理に関するノウハウを活用し、業務の効

率化、コスト縮減及び公共人件費の削減等を図るため、環境創造局北部汚泥資源化セン

ター、南部汚泥資源化センター及び金沢水再生センター前処理施設で、「包括的管理委託

※」を導入しています。 

令和３年度末に南部汚泥資源化センター及び金沢水再生センター前処理施設の包括的

管理委託は現契約が終了するため、次期契約に向けた手続きを開始します。 
 

※ 包括的管理委託とは、従来の詳細な仕様書に基づく委託ではなく、一定の要求水準を満足できれば、

運転管理や維持管理の詳細については民間企業の裁量に任せる性能発注による委託方式です。 

 

 

１ 委託名称 

 (1) 南部汚泥資源化センター包括的管理委託 

 (2) 金沢水再生センター前処理施設包括的管理委託 

 

２ 次期包括的管理委託の履行期間 

  令和４年４月１日から令和１０年３月３１日まで（６年間）（予定） 

 

３ 受託者の決定方法について 

総合評価一般競争入札により、価格及び技術提案を横浜市下水道事業経営研究会に設

置した「下水道施設の包括的管理委託検討部会」において総合的に評価し、受託者を決

定します。 

 

４ 契約手続きに関わる事項 

  公告後、横浜市環境創造局ホームページに、順次掲載します。 
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環境創造局下水道施設管理課 

環境創造局南部下水道センター 

裏面あり 



 
 
 

 

図１ 南部汚泥資源化センター 

委託範囲の概要図 
図２ 金沢水再生センター前処理施設 

委託範囲の概要図 

５ 委託の概要 

対象施設 南部汚泥資源化センター 
金沢水再生センター前処理施設 

鳥浜第一工場排水処理場 福浦工場排水処理場 

住 所 
金沢区幸浦１丁目９番地 

（ほか７か所の送泥施設） 

金沢区鳥浜町 

１３番地１３ 

金沢区福浦二丁目 

１０番地１４ 

施設概要 
下水汚泥の集約処理施設 

（濃縮、消化、脱水、焼却等） 

シアン・クロム等の工場排水を 

下水道に流すための前処理施設 

現委託の

契約期間 
平成２８年４月１日～令和４年３月３１日（６年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 前回契約手続の主なスケジュール 

        平成 27 年度（参考）  

主な手続き 実施時期 

入札公告 
第１四半期 

現場説明会 

入札参加資格確認書の提出期限 
第２四半期 

入札書及び提案書の提出期限（入札） 

受託者決定 
第３四半期 

契約締結 

履行開始に向けた準備期間 第４四半期 

 

 

お問合せ先 

（契約手続きに関すること）環境創造局下水道施設管理課長     大橋 洋明 Tel 045-671-3573 

（金沢水再生センター前処理施設に関すること）環境創造局南部下水道センター長    松本 信幸 Tel 045-773-3096 

（南部汚泥資源化センターに関すること）環境創造局南部下水道センター担当課長 廣段 雄治 Tel 045-774-0848  


